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剣道における熱中症への取り組み（重要） 

 

 全日本剣道連盟ホームページに「剣道における熱中症への取り組み」が掲載さ

れております。各自ご確認いただき「熱中症を出さない」「熱中症にさせない」

「熱中症になってしまったときの対処」を実践しましょう。 

  特に各指導者は全日本剣道連盟ホームページに「剣道における熱中症への取り

組み」のパワーポイント中２６ページ 

「全日本剣道連盟の推奨する熱中症対策１０箇条」  

及び同３６ページ 

  「指導者が考慮すべき熱中症対策」  

等を熟読し「熱中症を出さない」「熱中症にさせない」ことを実践しましょう。 

 また、「稽古中止の基準」も示されています。 

 道場等に掲示し、曖昧な判断ではなく、責任者が必ず基準に基づいた判断をす

ること。 

 

全日本剣道連盟ホームページ  

剣道における熱中症への取り組み（2025年度）～報告フォームの運用とスライド資料の掲載～ 

 https://www.kendo.or.jp/information/20250423/ 
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稽古中止の基準 

WBGT とは、 

   気温、湿度、輻射熱の三要素を取り入れた熱中症の危険度を示す指標 

 

◎WBGT が測定出来る場合 

    WBGT ２８℃以上の時には、面をつけた稽古を中止 

           ○ 面をつけなくても、１０分～２０分おきに休憩 

      ○ 休憩時には涼しいところで水分補給 

    WBGT ３１℃以上の時には、すべての運動を中止 

      ※ 命にかかわります 

 

◎WBGT 計がない場合 

 面をつけた稽古中止の目安（エアコンや扇風機がなく、かつ以下の場合） 

         ○ 熱中症警戒アラートが発表されている時 

         ○ 気温が２６℃以上で、湿度が高い時（７０％以上） 

         ○ 気温が２９℃以上の時 

運動全般の中止の目安（エアコンや扇風機がなく、かつ以下の場合） 

         ○ 熱中症警戒アラートが発表されている時 

         ○ 気温が２９℃以上で、湿度が高い時 

     ○ 気温が３１℃以上の時 

 


